
いわゆる共謀罪法案の国会への提出に反対する

会長声明 
 
今般、政府は、２００３年から２００５年にかけて３回に渡り国会に提出し、当連合会や

野党の強い反対で廃案となった共謀罪創設規定を含む法案について、「共謀罪」を「テロ等

組織犯罪準備罪」と名称を改めて取りまとめ、今臨時国会に提出することを検討している

旨報じられている。 

 
 政府が新たに提出する予定とされる法案（以下「提出予定新法案」という。）は、国連越

境組織犯罪防止条約（以下「条約」という。）締結のための国内法整備として立案されたも

のであるが、その中では、「組織犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」を

新設し、その略称を「テロ等組織犯罪準備罪」とした。また、２００３年の政府原案にお

いて、適用対象を単に「団体」としていたものを「組織的犯罪集団」とし、また、その定

義について、「目的が４年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」とした。さら

に、犯罪の「遂行を２人以上で計画した者」を処罰することとし、その処罰に当たっては、

計画をした誰かが、「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われた

とき」という要件を付した。 

 
しかし、「計画」とはやはり「犯罪の合意」にほかならず、共謀を処罰するという法案の法

的性質は何ら変わっていない。また、「組織的犯罪集団」を明確に定義することは困難であ

り、「準備行為」についても、例えばＡＴМからの預金引き出しなど、予備罪・準備罪にお

ける予備・準備行為より前の段階の危険性の乏しい行為を幅広く含み得るものであり、そ

の適用範囲が十分に限定されたと見ることはできない。さらに、共謀罪の対象犯罪につい

ては、２００７年にまとめられた自由民主党の小委員会案では、対象犯罪を約１４０から

約２００にまで絞り込んでいたが、提出予定新法案では、政府原案と同様に６００以上の

犯罪を対象に「テロ等組織犯罪準備罪」を作ることとしている。 

 
 他方で、民主党が２００６年に提案し、一度は与党も了解した修正案では、犯罪の予備行

為を要件としただけではなく、対象犯罪の越境性（国境を越えて実行される性格）を要件

としていたところ、提出予定新法案は、越境性を要件としていない。条約上、越境性を要

件とすることができるかどうかは当連合会と政府の間に意見の相違があるが、条約はそも

そも越境組織犯罪を抑止することを目的としたものであり、共謀罪の対象犯罪を限定する

ためにも、越境性の要件を除外したものは認められるべきではない。 

 
 当連合会は、いわゆる第三次与党修正案について、我が国の刑事法体系の基本原則に矛盾

し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高く、共謀罪導入の根拠とされ

ている、条約の締結のために、この導入は不可欠とは言えず、新たな立法を要するもので

はないことを明らかにした（２００６年９月１４日付け「共謀罪新設に関する意見書」）。

また、条約は、経済的な組織犯罪を対象とするものであり、テロ対策とは本来無関係であ

る。 

 
そして、以上に見たとおり、提出予定新法案は、組織的犯罪集団の性格を定義し、準備行

為を処罰の要件としたことによっても、処罰範囲は十分に限定されたものになっておらず、

その他の問題点も是正されていない。 

 



よって、当連合会は、提出予定新法案の国会への提出に反対する。 

 
 ２０１６年（平成２８年）８月３１日 

             日本弁護士連合会 
            会長 中本 和洋 

 

共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明 
2017 年 2 月 1 日 

 
 政府は、これまでに何度も廃案となっている共謀罪を、「テロ等準備罪」の呼び名のもと

に新設する法案を国会に提出する予定であると報道されています。しかし、この立法は以

下に述べるように、犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活の重大な制約を

もたらします。 

 
1. テロ対策立法はすでに完結しています。 

 
 テロ対策の国際的枠組みとして、「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」を始

めとする 5 つの国連条約、および、その他 8 つの国際条約が採択されています。日本は 2001
年 9 月 11 日の同時多発テロ後に採択された条約への対応も含め、早期に国内立法を行って、

これらをすべて締結しています。 

 
2. 国連国際組織犯罪防止条約の締結に、このような立法は不要です。 

 
 2000 年に採択された国連国際組織犯罪防止条約は、国際的な組織犯罪への対策を目的と

し、組織的な犯罪集団に参加する「参加罪」か、4 年以上の自由刑を法定刑に含む犯罪の「共

謀罪」のいずれかの処罰を締約国に義務づけているとされます。しかし、条約は、形式的

にこの法定刑に該当するすべての罪の共謀罪の処罰を求めるものではありません。本条約

についての国連の「立法ガイド」第 51 項は、もともと共謀罪や参加罪の概念を持っていな

かった国が、それらを導入せずに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることも条約

上認められるとしています。 
 政府は、同条約の締約国の中で、形式的な基準をそのまま適用する共謀罪立法を行った

国として、ノルウェーとブルガリアを挙げています。しかし、これらの国は従来、予備行

為の処罰を大幅に制限していたり、捜査・訴追権限の濫用を防止する各種の制度を充実さ

せたりするなど、その立法の背景は日本とは相当に異なっています。ほとんどすべての締

約国はこのような立法を行わず、条約の目的に沿った形で、自国の法制度に適合する法改

正をしています。国内法で共謀罪を処罰してきた米国でさえ、共謀罪の処罰範囲を制限す

る留保を付した上で条約に参加しているのです。このような留保は、国会で留保なしに条

約を承認した後でも可能です。 
 日本の法制度は、もともと「予備罪」や「準備罪」を極めて広く処罰してきた点に、他

国とは異なる特徴があります。上記のテロ対策で一連の立法が実現したほか、従来から、

刑法上の殺人予備罪・放火予備罪・内乱予備陰謀罪・凶器準備集合罪などのほか、爆発物

取締罰則や破壊活動防止法などの特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰

が広く法定されており、それらの数は 70 以上にも及びます。 
 一方、今般検討されている法案で「共謀罪」が新設される予定の犯罪の中には、大麻栽

培罪など、テロとは関係のない内容のものが多数あります。そもそも、本条約はテロ対策

のために採択されたものではなく、「共謀罪」の基準もテロとは全く関連づけられていませ



ん。本条約は、国境を越える経済犯罪への対処を主眼とし、「組織的な犯罪集団」の定義に

おいても「直接又は間接に金銭的利益その他の物質的利益を得る」目的を要件としていま

す。 

 
3. 極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがあります。 

 
 政府は、現在検討している法案で、(1)適用対象の「組織的犯罪集団」を 4 年以上の自由

刑にあたる罪の実行を目的とする団体とするとともに、共謀罪の処罰に(2)具体的・現実的

な「合意」と(3)「準備行為」の実行を要件とすることで、範囲を限定すると主張されてい

ます。しかし、(1)「目的」を客観的に認定しようとすれば、結局、集団で対象犯罪を行お

うとしているか、また、これまで行ってきたかというところから導かざるをえなくなり、

さしたる限定の意味がなく、(2)概括的・黙示的・順次的な「合意」が排除されておらず、

(3)「準備行為」の範囲も無限定です。 
 また、「共謀罪」の新設は、共謀の疑いを理由とする早期からの捜査を可能にします。お

よそ犯罪とは考えられない行為までが捜査の対象とされ、人が集まって話しているだけで

容疑者とされてしまうかもしれません。大分県警別府署違法盗撮事件のような、警察によ

る捜査権限の行使の現状を見ると、共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、捜査の公正

性に対するさらに強い懸念を生みます。これまで基本的に許されないと解されてきた、犯

罪の実行に着手する前の逮捕・勾留、捜索・差押えなどの強制捜査が可能になるためです。

とりわけ、通信傍受（盗聴）の対象犯罪が大幅に拡大された現在、共謀罪が新設されれば、

両者が相まって、電子メールも含めた市民の日常的な通信がたやすく傍受されかねません。

将来的に、共謀罪の摘発の必要性を名目とする会話盗聴や身分秘匿捜査官の投入といった、

歯止めのない捜査権限の拡大につながるおそれもあります。実行前の準備行為を犯罪化す

ることには、捜査法の観点からも極めて慎重でなければなりません。 

 
4. 日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要

はありません。 

 
 公式統計によれば、組織犯罪を含む日本の過去 15 年間の犯罪情勢は大きく改善されてい

ます。日本は依然として世界で最も治安の良い国の 1 つであり、膨大な数の共謀罪を創設

しなければならないような状況にはありません。今後犯罪情勢が変化するかもしれません

が、具体的な事実をふまえなければ、どのような対応が有効かつ適切なのかも吟味できな

いはずです。具体的な必要性もないのに、条約締結を口実として非常に多くの犯罪類型を

一気に増やすべきではありません。 
 そればかりでなく、広範囲にわたる「共謀罪」の新設は、内心や思想ではなく行為を処

罰するとする行為主義、現実的結果を発生させた既遂の処罰が原則であって既遂に至らな

い未遂・予備の処罰は例外であること、処罰が真に必要な場合に市民の自由を過度に脅か

さない範囲でのみ処罰が許されることなどの、日本の刑事司法と刑法理論の伝統を破壊し

てしまうものです。 

 
5. 武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効

なテロ対策です。 

 
 イスラム国などの過激派組織は、米国と共に武力を行使する国を敵とみなします。すで

に、バングラデシュでは日本人農業家暗殺事件と、日本人をも被害者とする飲食店のテロ

事件がありました。シリアではジャーナリストの拘束がありました。安保法制を廃止し、

武力行使をしない国であると内外に示すことこそが、安全につながる方策です。 



 
 こうした多くの問題にかんがみ、私たちは、「テロ等準備罪」処罰を名目とする今般の法

案の提出に反対します。 

 
呼びかけ人（五十音順） 

 
 葛野尋之（一橋大学教授）    高山佳奈子（京都大学教授） 
 田淵浩二（九州大学教授）    本庄武（一橋大学教授） 
 松宮孝明（立命館大学教授）   三島聡（大阪市立大学教授） 
 水谷規男（大阪大学教授） 

 
呼びかけ人・賛同者合計 143 名（2017 年 2 月 2 日現在） 

 
２０１７年１月１２日 

いわゆる「共謀罪」法案の提出を断じて許さない（コメン

ト） 

社会民主党党首 吉田忠智 

 
１．「共謀罪」法案は、国民の強い反対によって３回廃案としてきた問題山積の危険な法案

です。にもかかわらず、安倍首相は、１月５日の自民党役員会で、２０２０年の東京五輪・

パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、いわゆる「共謀罪」法案について早期成立を

目指す考えを示しました。また、自民党の二階俊博幹事長も１０日の記者会見で、「テロに

対する対策をしっかり講じておかないといけない。提案する以上は、できれば今国会で（成

立）ということになる」などと法案成立への意欲を見せました。 

 
２．政府が新たに提出する予定とされる法案では、テロなどの謀議に加わった場合に処罰

の対象となる「共謀罪」について、適用対象や構成要件などを変更し、罪名も「テロ等組

織犯罪準備罪」と改め、名称も「組織犯罪処罰法」改正案とするとされています。しかし、

共謀を処罰するという法案の法的性質は何ら変わっておらず、既遂の処罰を原則とする刑

法の基本原則を大きく変えるものです、また、対象犯罪について、「懲役・禁錮４年以上の

刑が定められた重大な犯罪」としたため、犯罪の数は６７６にものぼり６００以上を規定

したかつての政府原案と変わりません。国際組織犯罪防止条約はそもそも越境組織犯罪を

抑止することを目的としたにもかかわらず、対象犯罪の越境性（国境を越えて実行される

性格）も盛り込まれていません。 

 
３．「組織的犯罪集団」も「準備行為」も「テロ」も定義があいまいで、適用範囲が十分に

限定されたと見ることはできません。依然として、幅広い解釈が可能になり、捜査機関の

恣意的な運用によって基本的人権が侵害される危険性は変わりません。一般の市民団体や

労働組合等も対象になることが強く懸念されます。内心や思想を理由に処罰されるとの不

安も払拭されていません。 

 
４．反発する人たちを「共謀罪」で押さえ付けるなら「恐怖政治」であり、刑事罰がある

というだけで、参加を思いとどまらせ、運動を萎縮させることも狙われています。今回の

法整備は、テロ対策やオリンピック・パラリンピックに名を借りた、監視・弾圧立法に他



なりません。アベ政治の暴走を進め、「戦争できる」国づくりの一環であり、社民党は、我

が国の刑事法体系の基本原則に矛盾し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそ

れが高い法案を断じて認めることはできません。日弁連や人権団体、労働団体、市民団体

などと連携して、いわゆる「共謀罪」法案の国会提出を断固許さない立場で全力で取り組

みます。 

 
以上 

 

≪アピール≫ 

共謀罪の国会提出阻止へ、取り組みを急速につよめま
しょう 

２０１７年１月 30 日  

平和・民主・革新の日本をめざす全国の会（全国革新懇） 

代表世話人会 

 

安倍政権は、共謀罪の今国会成立を公言しています。共謀罪は、これまで３回にわた

って国会に提出されたものの、言論・思想の自由を圧殺するとのきびしい批判をうけて

廃案になったものです。全国革新懇は、こんな悪法をまたも持ち出そうとする暴挙に強

く抗議するとともに、国民のみなさんに、国会提出を断念させ、成立を阻止する取り組

みを急速に強めることをこころから訴えます。 

政府は、名前を「テロ等準備罪」と変え、「要件」を限定するなどして、あたかも問

題点を解消したかのように宣伝しています。しかし、法案の名前などを変えても、「結

果」に刑罰を科すという近代刑事法の大原則に真っ向から反し、実際の犯罪行為がなく

相談・計画しただけでも犯罪として処罰するという本質はいささかも変わりません。ま

た政府は「組織的な犯罪集団」を処罰するためといいますが、捜査当局の判断で一般市

民も対象にされます。内心を取り締まりの対象とし、憲法で保障された思想・良心の自

由をじゅうりんする「現代版治安維持法」というべきものです。 

また政府は、東京オリンピックでのテロ対策まで持ち出し、「国際組織犯罪防止条約」

が共謀罪を設けることを求めているかのように強調していますが、共謀罪など必要とさ

れていません。そもそも同条約はマフィアなどの経済国際犯罪への対処を目的にしたも

のであり、実際、同条約締結を受けて新法（共謀罪）を整備した国は１８７カ国中２か

国しかありません。テロ対策というなら必要な国内法も整備されており、共謀罪を持ち

出す理屈づけにはなりません。  

この悪法は、特定秘密保護法、戦争法などと同根の流れの動きであり、権力に都合の

いい監視社会とする、まさに「戦争する国」づくりと一体のものです。悪法を阻止する

ためには、国会提出をさせないことが大切です。沖縄・辺野古新基地を許さないたたか

い、南スーダンからの自衛隊の撤退をはじめ、さまざまの課題に取り組みながら、急い

で共謀罪の危険性についての認識を多くの国民にひろげ、国会に提出するな、成立を許



すな、の声を急速に高めましょう。そのため全国各地で、多くの人びとと手をつなぎ、

「市民と野党の共闘」の経験と力も生かし、無数の学習会、宣伝・署名行動、要請行動

をすすめましょう。  

 


